
資源管理をちゃんとやっている国は釣
り人の期待を裏切らない。 
 
先進国では海の資源は国民共有の財産
と法に明記されている。 
ところが我が国の法律にはそれがない。 
 
写真はカナダのプリンスエドワード島。
資源が回復して2009年から再び遊漁
が解禁となった。ただし遊漁はリリー
スが前提となっている。さらに遊漁船
を営もうとする者はリリース講習会を
受けなければならない。 
このマグロは漁師でもある船長が自分
に与えられている枠を使いキープした。 
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先進国のほとんどの国にレギュレーショ
ンがある。 
レギュレーションとは？ 
サイズリミット（体長制限） 
バッグリミット（匹数制限） 
主にこの二つがある。 
 
写真はアメリカ・マイアミで釣れたゴラ
イアスグルーパー。1980年代に資源が危
機的にまで減少。1990年から全面禁漁。
資源は急激に回復して遊漁はリリースを
前提として2006年から釣りがOKとなっ
た。 

世界のスポーツフィッシング 
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世界のスポーツフィッシング 

我が国の釣人の資源管理に対する関心は
年々高くなっている。 
他の調査ではキャッチ＆リリースを取り入
れたところ（中禅寺湖、南西諸島のGT
フィッシングなど）は年配層が減り、若い
人が増えている。 
また資源の減少にも一般の国民に比べ、釣
り人は強く気づいている。 
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世界のスポーツフィッシング 

スポーツフィッシング大国アメリカは公共の
マリーナがとにかく多い。またボートを上げ
下げするボートランプも海岸線のあちこちに
ある。また日本では禁止されているプレ
ジャーボートのトローリングは多くの海域で
普通に行われている。 
海は国民の共有財産であるということがアメ
リカで釣りをするとよくわかる。 

魚類を含む野生生物は「何ものにも所有され
ない財産であり、現代の国民と将来世代のた
めに政府による信託の中で保持される」とい
う「公共信託主義」に基づいて、米国国民の
ために政府が管理するものとされている。 

「公共信託主義」（Public Trust Doctrine） 
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世界のスポーツフィッシング 

アメリカ・ノースカロライナ州のレギュレーショ
ンブックなど。沿岸の魚は州が管理して、このよ
うなパンフレットが釣り具屋などに置かれて無料
で配られている。 
アメリカでは50％以上の釣り人が5歳以前に釣り
を始めているという統計もある。親に連れられて
釣りをはじめ、子供のころからレギュレーション
を学ぶ。そのような環境で育った子供は環境や資
源管理に関心の高い大人に育つ。 
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世界のスポーツフィッシング 

アメリカにはスポーツフィッシングの普
及を目的とした大統領令がある。 
 
アメリカにおいては、「釣りの振興」を
図ることが政府の重要な任務として、歴
史的・社会的に認識されており、「レク
リエーショナルフィッシングに関する大
統領令（1995 年）」により、連邦政府
は「釣りの振興」と「野生生物としての
魚類の管理」を連携させた施策を推進す
るとされている。 
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世界のスポーツフィッシング 

DJ法に基づくSFR（Sports Fish Restoration)基金の流
れ。 
 
DJ法 
 Dingell-Johnson Actは、法制定に貢献した米国連邦
議会議員の名にちなむ通称であり、正式名称はSport 
Fish Restoration Act （スポーツフィッシュ回復法）で
ある。 
 1950年に制定された法律であり、その目的は、「米
国の海洋／淡水域における釣り等に関係する魚類の管理
と資源回復に連邦政府からの援助を提供する。」と規定
されている。 
 同法にはこの目的を達成するため、 連邦政府と州政
府の権限、関係／州における遊漁ライセンス収入の使途
の制限／関連事業の内容（定義）とそれらに対する資金
の配分／SFRの実施方法 等の事項が定められている。 
SFRB信託基金 
 Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund： 
DJ法に基づくSFR等の関連事業の実施に際して、連邦政
府からの資金を提供するために設けられている信託基金。 
 この信託基金に積立てられる資金の財源やその管理は、
DJ法ではなく複数の別の連邦法において規定されている。 
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世界のスポーツフィッシング 

各州のレギュレーションブックにもライセンス料がどのようなこ
とに使われているか明記されている。 
ノースカロライナ州海洋資源寄付基金は、州の沿岸遊漁の終身ラ
イセンスの売り上げ金で運営されており、その基金の利子のみを
使い運営されています。 
使途としては、主に調査研究費、遊漁の漁獲量の調査、人工漁礁
等の設置やパブリックランプ（公営の無料で使えるボートのス
ロープ）の設置等に使われています。 
下図のグラフによると、2007年以後、予算の36％が魚の調査、
10％が生息環境調査、9％が生息環境造成、21％がパブリックアク
セス（誰でも使えるボートランプ等）、2％が周知と教育、22％が
ライセンス販売や運営に使われています。 
釣りと海洋環境、資源回復に多くが使われている。それは未来へ
の投資と釣り人は理解している。 
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世界のスポーツフィッシング 

日本から海外へクロマグロを釣りに行く人は2010年ごろから増
加傾向にある。これは我が国では年々釣れなくなってきたこと。
そしてアメリカ、カナダなどが大きさ、数ともに圧倒的に上回る
ことが原因である。 
釣人のアンケートでも、釣ってみたい魚のトップはクロマグロで
ある。 
クロマグロの人気が高い理由は「大きさとパワーとスピードと持
久力」である。海外はリリースが基本であるが、それでも年々増
えているのは目的が食べることよりもファイトすることにあるか
らだろう。 
日本国内でもリリースする人は確実に増えている。 
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世界のスポーツフィッシング 
無償で配られているレクリエーショナルフィッシングのパ
ンフレット。内容の一部を紹介。 
「写真を撮る時も、フックを外す時も、魚を水から出さな
いこと」 
「サークルフックを使うこと。アゴやカンヌキに掛かるこ
とが多くなるからリリースの際にフックを外しやすくなる。
ウミガメを釣ってしまうことも少なくなる。」 
「もしも魚から安全にフックを外せない時はリーダーを切
ること。フックはステンレスで無いものを使えば速やかに
腐食する」 
「よりヘビーなタックルを使ってファイト時間を短くする
こと。釣られた魚はエネルギーを消費して、組織には乳酸
がたまる。これが魚のストレスになり、死につながる」 
「釣りに出る時は、フックを外す器具と、魚を安全に扱え
る用意を携行すること。そして、同行の釣りグループの中
で、魚の扱い方とリリースの方法について打ち合わせをし
ておくこと」 
「リリースの際には、ボートなどでゆっくりと魚を引っ
張って、5分間以上、蘇生させること。高速で泳ぐ魚種は、
エラに水が通らないと呼吸できない。蘇生が上手くいくと、
魚が動き出したり、魚の色が戻ったりすることでわかる」 
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世界のスポーツフィッシング 

アメリカのソルトウォーターの釣り（遊漁）経済効果と釣り人口 
※淡水を除く 

Gulf of Mexico  

 $10.4 billion 1兆1000億円 250万人 

West Coast 

 $2.5 billion 2700億円 120万人 

Alaska 

 $618,859,000 700億円 30万人 

New England 

 $1.7 billion 2000億円 100万人 

Mid-Atlantic 

 $3.5 billion 4000億円 200万人 

South Atlantic 

 $5.3 billion 6000億円 220万人 

Atlantic Highly Migratory Species 

 $632,000,000 700億円 

 

合計 2兆7100億円 920万人 11 



世界のスポーツフィッシング 

アメリカの水産業は多くの魚にTAC（総漁
獲可能量）が設けられているが、コマー
シャル（漁業）とは別にレクリエーショナ
ルにもクオータ（漁獲枠）が設けられてい
る。 
 
ただしレクリエーショナルフィッシングで
釣った魚は買うのも売るのも違反である。
レストランなどに持ち込みも禁止されてい
る。そうやって市場での値崩れを防ぎ、専
業漁師の生活を守っている。 
こんな話も聞いた。 
「ロスの寿司屋の主人が自分が釣ってきた
ヒラメを店の冷蔵庫に入れておいた。これ
が調査で見つかり、コマーシャルのライセ
ンスを持たない人の魚と判定されて4000ド
ルの罰金を払うことになった。」 
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世界のスポーツフィッシング 

海上では武装したDFG（各州にある連邦機
関)と極稀に警察・コーストガードが乗船して
の検査がある。Commercial, Sport Fishing 
共にレギュレーションやライセンスの管理は
DFGが行っている関係で取り締まりはDFGが
メインとなっている。これらの取り締まりだ
が、海上では遊漁船はもちろんカヤックまで、
そしてオカッパリ、川、湖でも検査が行われ
ている。アメリカでは魚種によるDaily Bag 
Limitと、Size Limit 、Depth Limit ,産卵期禁
漁のTime Periodなどが厳しく決められてい
る。 
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世界のスポーツフィッシング 

カナダ・プリンスエドワード島のクロマグロ
釣りは資源の回復に伴い2009年から再開され
た。原則はキャッチ＆リリースである。釣り
船の船長は全員がコマーシャルのライセンス
保持者。クロマグロの配分枠も持っているの
で客が釣ったマグロをキープすることもごく
まれにある。 
アベレージサイスは300キロ前後と世界の中で
も突出して大きい。シーズンは7月下旬から始
まり10月中旬ごろに終了する。ニシンが回遊
したころが最盛期であり、魚探には大型のマ
グロが無数に表れる。 
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世界のスポーツフィッシング 

日本人がプリンスエドワード島に釣りに行き
始めたのは2011年からである。日本では一
生かけても釣れないサイズが毎日のように釣
れるので年々行く人は増えている。 
2011年ころは5艇くらいしかなかった釣り船
が世界中の注目を浴びるようになり5年後に
は30艇くらいまで増えた。クロマグロの遊
漁はプリンスエドワード島東部の経済に大き
く貢献している。 
日本からは女性も毎年参加するようになり、
今年は408キロという巨大なクロマグロが日
本人女性によってキャッチ＆リリースされた。 
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世界のスポーツフィッシング 

プリンスエドワード州の大西洋クロマグロ配
分枠はカナダ全体の30.2パーセント、約143ト
ンである。これを漁師に均等に配分する。サ
イズが大きいので一人当たり1.5匹前後となる。
まず1匹が配分され、9月末にいったん締め切
り、枠が残っていれば抽選でもう1匹配分され
る。ここの漁業はロブスター漁がメインで5月
と6月に漁獲される。クロマグロの遊漁はリ
リースが基本なので資源を減らさずに安定し
た収入を得ることができる。 
ノースレイクの漁師は年に4か月しか海に出な
いと聞いている。それでも広い庭の家に住み、
大型のV8エンジンの新車を乗り回している。 
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世界のスポーツフィッシング 

カナダでは巨大クロマグロの科学的な調査が何
度も行われている。2012年には大学の研究者た
ちが59匹のクロマグロにポップアップ衛星タグ
を打ち、2匹しか死亡が確認されなかった。死
亡率は3.4パーセントである。 
生存率の高いリリースを心がけることは資源回
復にもつながる。 
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世界のスポーツフィッシング 

プリンスエドワード州のキャッチ＆リリース
漁業のガイドライン。 
ライセンス、使用できる漁具（釣り具）、1日
のファイトリミット、リリース方法などが釣
人にもわかるようにウエブサイトで公開して
いる。 
キャッチ＆リリースという漁業があることに
多くの日本人は驚く。 
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世界のスポーツフィッシング 

主なルールは 
「1日にファイトができるのは1艇2回まで。途
中でばらしても40分以上ファイトすると1回と
みなされる」 
「180ポンド以上の強いラインを使い短時間で
キャッチすることにこころがける」 
「キャッチしたマグロを水から上げてはいけ
ない。また船を止めてもいけない。リリース
用の用具を使い船を常に前進させてマグロを
回復させてからリリースする」 
「フックは生分解性のバーブレスサークル
フックを使うこと」 
「釣り人がファイトできる時間は60分までと
する。それを超えたら船長たちが手伝ってす
みやかにキャッチ＆リリースしなければなら
ない」 
「キャッチアンドリリースの死亡率は5.6パー
セントとして計算される」 
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ルールを徹底させるための監視は厳しい。沖に
はコーストガードの監視艇が頻繁に表れてファ
イトタイムのチェック、フックのチェックなど
をやっている。 
また船内に監視カメラを設置することもある。
ごくまれだがオブザーバーが乗船することもあ
る。 
ちなみに俺は日本国内で一度もチェックを受け
たことはないし、港で監視員などの目撃もない。
我が国は完全に放置である。 
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世界のスポーツフィッシング 

大西洋クロマグロの生息図。暖流のメキシコ
湾流がノルウェー沖まで流れているのでノル
ウェー北部まで回遊する。ノルウェーでは
1950年代に最大15000トンの漁獲があったが、
資源の減少に伴い50年以上も漁獲がほとんど
なかった。2008年からICCATが厳しい漁獲管
理をはじめたことで資源が一気に回復。昨年
からノルウェーでは本格的にクロマグロ漁を
再開した。 
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我が国ではクロマグロのスポーツフィッ
シングは1997年ころから青森県などで始
まったが、日本海側は資源の減少が著し
く釣果は減る一方であった。 
写真は青森県の小泊漁港だが、遊漁船や
プレジャーボートが所狭しと並んでいる。
すでにスペースはなく、空きを待つボー
トオーナーが200人以上もいると聞いて
いる。 
釣人はほとんど坊主で帰るのだが、人気
は上がる一方である。 
小泊は8月から10月までは宿も居酒屋も
予約が取れないほど釣り人が集まる。宿
や居酒屋、土産屋など、漁協以外は釣り
人を歓迎している。 
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世界のスポーツフィッシング 

アメリカやカナダの遊漁の取り組みを紹介し
たが、我が国はとなると、あまりの簡素さに
呆れるしかない。 
 
リリース方法など大切なことはどこにも載っ
てない。フックやキープ数などの規制も一切
ない。また釣果を関係機関に報告する義務も
ない。 

遊漁の枠は設けられてない。漁業が枠に達し
たら遊漁は自粛することが決められている。
あくまでも漁業優先となっている。 
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世界のスポーツフィッシング 

アメリカはキープ、リリースに関わらずクロ
マグロは24時間以内に関係機関に報告するこ
とが義務付けられている。これはコマーシャ
ル（専業）にもスポーツにも適用される。 
 
NOAAやNMFSのサイトには最新情報やルール
変更などがリアルタイムにアップされている。
レギュレーションは1年のうちにも何度も変わ
ることがあるが、釣り船も釣り人も即座にそ
の変更を知ることができる。 
 
透明、公平という大切なことがいろいろなと
ころから確認できる。今の日本に求められて
いるのはこの2点だろう。 
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世界のスポーツフィッシング 
提言 
 
海を国民の共有財産とするためには、スポーツ（遊漁）も厳格な管理が必要不可欠とな
る。 
「海は国民みんなで守っていく」という意識が大切。 
※遊漁、レクリエーショナルフィッシング、レジャーフィッシング、スポーツフィッシ
ングを「スポーツ」に一括。 
 
1. ライセンス制とレギュレーションの導入 
ただで遊ぶという意識を変える。払ったお金は未来への投資。 

ライセンス制導入 
ライセンス制にすることにより、釣人のマナー、モラルの向上にもつながる。ライセン
ス制の必要性、そしてそのライセンス料の流れなどを釣人に伝えていくことが重要。ラ
イセンス制にすれば正確な釣り人口も判明する。 

レギュレーション導入 

サイズリミット（大きさ制限）、バッグリミット（匹数制限）を設ける。沿岸（3海里）
の魚は地方が管理、沖200海里までは国が管理する。 
 
2. 魚類野生生物局を農林水産省（水産庁）以外に設置。経済産業省、環境省、厚労省内
など。 

信託基金を設立、それを各都道府県に配分、釣りの振興を進める。 
 
3. 各都道府県内にスポーツフィッシング課を設けて、ライセンス制、レギュレーション
を管理する。レギュレーション関係のパンフレットの無料配布。学校教育でもレギュ
レーションの必要性を伝えていく。 
 
4. スポーツフィッシングの枠 
沖合の回遊魚は国が管理、クロマグロなどのスポーツ枠を設ける。各都道府県では沿岸
魚のスポーツ枠を設ける。 
 
5. 釣り場の開放と保護、規制、監視 
日本で禁止されているトローリングの開放。危険水域での釣り禁止、産卵場の保護、監
視、罰則の徹底（監視、罰則がなければ違反行為は減らない。これは日本の密漁が減ら
ないとの同じ） 

 

6. 釣り公園、公営キャンプ場などの増設 

国民共有の財産であるなら、国民のために海岸、河川、湖沼などを国民に
使いやすくする。利用者を増やすことにより地方創生にもつながる。 
 
7. 公共マリーナの増設 

アメリカやオーストラリア、ニュージーランドなど、資源の豊かな国は国
民のための施設が充実している。日本に多くある漁港だが、漁師が激減し
たことでほとんど使われてない漁港が多い。スポーツ、観光などに利用率
の低い漁港は開放していくべきである。 

8. 自然と触れ合う環境づくりと教育 

海の未来を守るために何が必要なのか？ 
自然への国民の意識を高めることが日本の未来につながる。そのための教
育と環境作りがまだまだ不十分である。自然と触れ合う教育と時間を増や
すこと。 

9. スポーツフィッシングの対象魚の資源調査と生息環境の改善 

レギュレーションを設けるためには科学的な資源調査が必要となる。資源
に応じてレギュレーションは決めていかなければならない。そしてリアル
タイムに釣果データを集めるシステムを作成すること。ゴミ問題、汚染問
題、そのような調査も必要であり、改善、保護にも力を入れていく。 

10. スポーツフィッシングの経済効果を調査 
 
釣り具の売り上げ、乗船料、宿泊費、交通費、釣りのための釣り具以外の
購入（ボート、車など）など釣り人が使うお金の総額を調べる。そしてそ
れを基準に全国での釣り振興を計画していく。地方創生のためにも必要な
調査である。 25 
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